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(57)【要約】
　本発明は、その場超音波撮像のために患者の体（２）
に挿入可能な超音波装置（１）に関する。 装置（１）
は、撮像される組織に接触し、支持要素（２１）に取り
付けられる撮像表面（５）を有する超音波トランスデュ
ーサ装置（４）を備える。 支持要素（２１）は、組織
に少なくとも一時的に取り付けられるように構成される
把持表面を有する把持部材（２１、２３）を含み、把持
部材（２１）は、超音波トランスデューサの撮像表面（
５）を少なくとも部分的に囲む。 装置（４）及び把持
表面（２３）は変形可能な材料から作られている。 把
持部材（２１、２３）により、装置（１）を自動的に撮
像位置に保持することができる。 さらに、装置（１）
は、超音波モジュールを操作するために細長いシャフト
を必要とせず、これは他の手術用装置と干渉する可能性
がある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その場超音波撮像のために患者の体に挿入可能な超音波装置であって、前記超音波装置
は、撮像されるべき組織に接触するための撮像表面を有し、支持要素に取り付けられる超
音波トランスデューサ装置であって、前記支持要素は、前記組織に少なくとも一時的に固
定されるように構成される把持表面を有する把持部材を有し、前記把持部材は、前記撮像
表面に実質的に平行な平面において前記超音波トランスデューサ装置の前記撮像表面を少
なくとも部分的に囲み、前記把持表面は変形可能な材料から作られる、超音波装置。
【請求項２】
　前記把持部材は、前記撮像表面に実質的に平行な平面において前記超音波トランスデュ
ーサ装置を囲む実質的に円形、楕円形、又は長方形の形状を有し、前記把持部材の少なく
ともセクションが前記組織に一時的に固定され得るように構成される、請求項１に記載の
超音波装置。
【請求項３】
　前記超音波トランスデューサ装置は、前記超音波トランスデューサ装置の前記撮像表面
に実質的に平行な平面において一方向に前記把持部材に対して移動され得るように、前記
把持部材にスライド可能に取り付けられる、請求項１に記載の超音波装置。
【請求項４】
　前記支持要素は、前記把持部材が前記組織の前記表面に取り付けられるときに、前記組
織の前記表面に対する傾斜に対して前記超音波トランスデューサ装置を固定するように構
成される保持部材を更に有する、請求項３に記載の超音波装置。
【請求項５】
　前記把持部材は、実質的に長方形の形状を有し、２つの対向する対の脚を有し、前記超
音波トランスデューサ装置は、脚の第１の対とスライド可能に接触し、脚の第２の対は、
前記超音波トランスデューサ装置のスライド移動を制限する、請求項３に記載の超音波装
置。
【請求項６】
　２対の脚が前記超音波トランスデューサ装置を収容する体積の側面を規定し、前記把持
部材が前記組織及び前記底面に対向する上面を少なくとも部分的に閉じる前記保持部材に
取り付けられるとき、前記組織の前記表面が前記体積の底面を規定する、請求項４又は５
に記載の超音波装置。
【請求項７】
　前記把持部材は、前記組織への吸引の適用を通じて前記組織と係合する少なくとも１つ
の吸引部材を備える、請求項１に記載の超音波装置。
【請求項８】
　前記吸引部材は、前記患者の体の外部に配置される吸引源に接続可能である、請求項７
に記載の超音波装置。
【請求項９】
　前記把持部材は、前記把持部材を前記組織に接着するための接着剤、特に生体接着剤を
備える、請求項１に記載の超音波装置。
【請求項１０】
　前記把持部材は、前記組織と接触させることができる少なくとも１つの容器を有し、粒
状材料を有し、前記容器は、前記粒状物質を詰まらせるように真空にされるために吸引源
に接続可能である、請求項１に記載の超音波装置。
【請求項１１】
　前記支持要素は、流体を前記支持要素に導入することによって前記構造を膨張させるた
めの圧力源に接続するためのポートを有する膨張可能な構造として構成される、請求項１
に記載の超音波装置。
【請求項１２】
　前記支持要素は、前記支持要素を膨張させたときに前記ポートを封止するための弁を有
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する、請求項９に記載の超音波装置。
【請求項１３】
　前記超音波トランスデューサ装置及び／又は前記支持要素に接続される少なくとも１つ
のワイヤ又は管を有し、前記患者の体への入口を確立するためのアクセス装置をさらに有
し、前記アクセス装置は、手術器具を前記アクセス装置に通すための第1のチャネルと、
前記少なくとも1つのワイヤ又は管を含む第２のチャネルとを有する、請求項１に記載の
超音波装置。
【請求項１４】
　先端が前記超音波トランスデューサ装置の視野内に配置されるように手術器具を保持す
るように構成されるホルダをさらに有する、請求項１に記載の超音波装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至１４の何れか一項に記載の超音波装置を有し、前記超音波装置に接続され
る超音波コンソールをさらに有し、前記超音波コンソールは、前記超音波装置によって提
供される超音波画像信号からの超音波画像を生成するように構成される、超音波撮像装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、最小侵襲性プロシージャにおけるその場（インシツ）超音波撮像に
関する。より具体的には、本発明は、その場超音波撮像のために患者の体に挿入可能な超
音波装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　低侵襲手術では、患者の体の小さな切開から手術が行われる。患者の体内では、患者の
体内に挿入されるイメージングプローブを使用するその場イメージングにより、低侵襲の
プロシージャがガイドされる。この点で、低侵襲プロシージャに適用される適切な撮像技
術の1つは超音波撮像である。
【０００３】
　その場超音波撮像では、ポートを介して患者の体に挿入され、患者の体外で使用される
大きな超音波プローブと同様に関心のある組織部位を撮像するように操作される小型超音
波プローブが従来使用されている。超音波プローブは通常、プローブをステアリングする
ことを可能にし、患者の体外の超音波コンソールへの接続ワイヤを含む、比較的剛性のシ
ャフトを有する細長い装置として構成される。
【０００４】
　そのような従来のプローブの欠点は、プローブ及び特にそれらのシャフトが、最小侵襲
性プロシージャ中に使用される他の装置と干渉する可能性があることである。したがって
、通常、超音波プローブを頻繁に再配置する必要がある。これは他の手術のルーチンを妨
害し、しばしば超音波プローブを扱うために追加の人の存在を必要とする。さらに、これ
は超音波プローブの次善の位置決めをもたらす。
【０００５】
　ＵＳ ２００９／０１６３９１０は、トランスデューサがプロシージャのためにトラッ
クに沿って動かされている間、標的領域に隣接するイメージング又はアブレーショントラ
ンスデューサをガイドするためのトラックを開示している。トラックは、その基部を組織
に取り付け又は固定するための手段を含む。一実施形態では、基部は、１つ又は複数の吸
引ポートを含み、取り付けは、基部と組織との間に加えられる吸引によって達成される。
さらに、トラックの基部は、可鍛性又は可撓性であり得る。トランスデューサはトラック
上に置かれ、トラックと磁気的に係合するために１つ以上の磁石を含み得る。トラックに
沿ったトランスデューサの移動は、回転するか、押されるか、又は引かれる駆動ワイヤ、
コード又はチェーンを含み得る駆動システムを使用して行われる。
【０００６】
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　米国特許第5,247,938号は、腸壁の生理学的機能を研究するためのプローブに関する。
プローブは超音波トランスデューサを含み、腸壁に取り付けることができる。これは、粘
膜に付着するクリップ、一時的な接着剤、又は吸引チャンバを用いて達成され得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、最小侵襲性プロシージャ中に使用される他の装置との干渉が少なく、
より容易に取り扱うことができるその場超音波装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一態様では、本発明は、その場超音波撮像のために患者の体に挿入可能な超音波装置を
提案する。超音波装置は、撮像される組織に接触するための撮像表面を有し、支持要素に
取り付けられている超音波トランスデューサ装置を備える。支持要素は、組織に少なくと
も一時的に固定されるように構成される把持表面を有する把持部材を有する。把持部材は
、超音波トランスデューサ装置の撮像表面を、撮像表面に実質的に平行な平面で少なくと
も部分的に囲み、把持表面は、変形可能な材料から作られる。
【０００９】
　超音波装置は、支持要素の把持部材によって撮像される組織に取り付けられることがで
きるので、装置は自動的に撮像位置に保持されることができる。さらに、超音波装置は、
超音波モジュールを操作するための細長いシャフトを必要としない。これにより、他の手
術装置との干渉が最小限に抑えられ、超音波装置の取り扱いが容易になる。
【００１０】
　本発明の一実施形態では、把持部材は、撮像表面に実質的に平行な平面で超音波トラン
スデューサ装置を囲む実質的に円形、楕円形、長方形の形状を有し、把持部材の少なくと
も一部を組織に一時的に固定することができるように構成される。把持部材が実質的に円
形又は楕円形の形状を有する場合、イメージングのための装置を適切に配置するために、
組織上で超音波装置を動かすことがより容易である。特に超音波モジュールを把持部材に
対して移動させることができる場合、把持部材の長方形の形状が好ましい場合がある。こ
の構成では、把持部材の長方形の形状により、装置のコンパクトな設計が可能になる。
【００１１】
　本発明の１つの対応する実施形態において、超音波トランスデューサ装置は把持部材に
スライド可能に取り付けられるので、超音波トランスデューサ装置が、超音波トランスデ
ューサ装置の撮像表面に実質的に平行な平面において一方向に把持部材に対して移動され
得る。関連する実施形態では、把持部材が組織の表面に取り付けられたときに、支持要素
はさらに、組織の表面に対する傾斜に対して超音波トランスデューサ装置を固定するよう
に構成される保持部材を含む。さらなる関連する実施形態では、把持部材は、実質的に長
方形の形状を有し、脚の２つの対向する対を有し、超音波トランスデューサ装置は脚の第
１の対とスライド可能に接触し、脚の第２の対は超音波トランスデューサ装置のスライド
移動を制限する。本発明のさらなる関連する実施形態では、２対の脚は、超音波トランス
デューサ装置を収容する体積の側面を規定し、前記把持部材が前記組織及び前記底面に対
向する上面を少なくとも部分的に閉じる前記保持部材に取り付けられるとき、前記組織の
前記表面が前記体積の底面を規定する。
【００１２】
　これらの実施形態では、超音波モジュールを組織上で移動させることができ、移動中、
撮像表面を組織表面と実質的に平行に保つことができる。そのような撮像技術は、他の撮
像技術よりも優れている。特に、他の撮像技術では通常、より多くの量の表面組織を撮像
することができないのに対し、表層組織と深部組織を等量で撮像することが可能である。
これは特に、組織のスキャン中に表層病変が見落とされるのを防ぐ。従来、この撮像技術
は、その撮像表面が組織に対して平行に保たれるように超音波モジュールを動かすことが
通常困難であるため、適用するのが難しい。超音波モジュールのこの移動は、支持要素に
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よる超音波モジュールの誘導により容易化される。
【００１３】
　本発明の１つの実施形態において、把持部材は、組織への吸引の適用を通じて組織と係
合するための少なくとも１つの吸引部材を備える。関連する実施形態では、吸引部材は、
前記患者の体の外部に配置される吸引源に接続可能である。これらの実施形態では、超音
波装置は組織に確実に取り付けることができ、超音波装置を組織に取り付けるために加え
られた負圧を解放することにより、組織から容易に取り外すことができる。これらの実施
形態の一実施態様では、吸引源は、吸引部材に負圧を継続的に加えることができる。これ
により、時間の経過とともに装置が組織から外れることが防止される。又は、吸引部材は
、吸引源によって吸引部材を真空にするときに閉じることができる弁を含んでもよい。こ
の実施態様では、弁が閉じているときに、吸引部材を吸引源から切り離すことができる。
これは、吸引部材と吸引源とを接続するための管を取り外すことができるので、そのよう
な管が体腔に挿入される他の装置を妨害しないという利点を有する。
【００１４】
　本発明のさらなる実施形態では、把持部材は、把持部材を組織に接着するために、接着
剤、特に生体接着剤を備えている。この実施形態では、超音波装置は、撮像される組織に
容易に取り付けることができる。さらに、超音波装置と患者の体外の装置との間に管又は
ワイヤを設けて超音波装置を組織に固定する必要がないため、超音波装置と他の装置との
間の干渉がさらに低減される。
【００１５】
　本発明のさらなる実施形態では、把持部材は、前記組織と接触させることができる少な
くとも１つの容器を有し、粒状材料を有し、前記容器は、前記粒状物質を詰まらせるよう
に真空にされるために吸引源に接続可能である。この実施形態では、把持部材は、有利に
は、超音波装置を組織に固定するための妨害グリッパとして構成される。
【００１６】
　本発明の一実施形態では、支持要素は、流体を支持要素に導入することによって構造を
膨張させるための圧力源に接続するためのポートを備える膨張可能構造として構成される
。この実施形態は、装置よりも小さい寸法を有するポートを通して超音波装置を患者の体
内に導入することを可能にする。したがって、超音波装置を患者の体に挿入するためによ
り小さいポートを使用することができ、及び／又は超音波装置を拡大することができる。
【００１７】
　関連する実施形態では、支持要素は、支持要素を膨張させたときにポートを密閉するた
めの弁を備える。これにより、支持要素を膨張させたときに、支持要素を圧力源から切り
離すことができる。そこで、低侵襲プロシージャ中にこれらの管と患者の体に挿入される
他の装置との間の干渉を回避するために、吸引部材を圧力源と接続するための管を取り外
すことができる。
【００１８】
　本発明のさらなる実施形態では、超音波トランスデューサ装置及び／又は前記支持要素
に接続される少なくとも１つのワイヤ又は管を有し、前記患者の体への入口を確立するた
めのアクセス装置をさらに有し、前記アクセス装置は、手術器具を前記アクセス装置に通
すための第1のチャネルと、前記少なくとも1つのワイヤ又は管を含む第２のチャネルとを
有する。特に、アクセス装置は、患者の体に入るためのトロカール又は同様のポートとし
て構成され得る。超音波装置に接続される少なくとも１つのワイヤ又は管が別個の第２の
チャネルを通過するとき、それは、アクセス装置の第１のチャネルを通過する他の手術器
具と干渉しない。
【００１９】
　前述の実施形態では、超音波装置は、アクセス装置と共に患者の体内に挿入されてもよ
い。この目的のために、超音波トランスデューサ及び支持要素はアクセス装置の別個の第
２のチャネルを通過する少なくとも１つのワイヤ又は管を用いてアクセス装置の内部に特
に配置され得、アクセス装置は、超音波トランスデューサ及び支持要素が、アクセス装置
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から解放され得るように構成される。これは、アクセス装置が患者の体に挿入されると行
われることができる。
【００２０】
　本発明のさらなる実施形態では、超音波装置は、その先端が超音波トランスデューサ装
置の視野内に配置されるように手術器具を保持するように構成されるホルダをさらに備え
る。さらに、手術器具は、その先端が超音波トランスデューサの視野内に維持されるよう
に、超音波トランスデューサに対して移動可能であってもよい。これらの実施形態では、
超音波装置は、手術器具のステアリングを容易にすることができ、同時に、手術器具によ
って実行されるプロシージャを超音波トランスデューサによって監視できることを確実に
する。
【００２１】
　さらなる態様によれば、本発明は、上記及び関連する請求項で論じられるような超音波
装置を含み、超音波装置に接続される超音波コンソールをさらに含む超音波撮像システム
を提案する。超音波コンソールは、超音波装置によって提供される超音波画像信号から超
音波画像を生成するように構成される。特に、これらの信号は、超音波装置に含まれる超
音波トランスデューサ装置によって提供され得る。
【００２２】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に説明される実施形態を参照して明らかになり、
解明されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態によるその場超音波撮像のためのシステムのコンポーネントを
概略的かつ例示的に示す。
【図２Ａ】第１の実施形態のシステムで使用される超音波モジュールを下から見た断面図
で概略的かつ例示的に示す。
【図２Ｂ】第１の実施形態のシステムで使用される他の超音波モジュールを下から見た断
面図で概略的かつ例示的に示す。
【図３Ａ】第２の実施形態のシステムで使用される超音波モジュールを下から見た断面図
で概略的かつ例示的に示す。
【図３Ｂ】第２の実施形態のシステムで使用される他の超音波モジュールを下から見た断
面図で概略的かつ例示的に示す。
【図４Ａ】一実施形態におけるシステムで使用される超音波モジュールを下から見た断面
図で概略的かつ例示的に示す。
【図４Ｂ】一実施形態におけるシステムで使用される他の超音波モジュールを下から見た
断面図で概略的かつ例示的に示す。
【図５Ａ】一実施形態のシステムで使用される超音波モジュールを上面図及び断面図で概
略的かつ例示的に示す。
【図５Ｂ】一実施形態のシステムで使用される他の超音波モジュールを上面図及び断面図
で概略的かつ例示的に示す。
【図６】手術器具を保持するためのホルダを備えた超音波モジュールの実施形態を概略的
かつ例示的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、腹腔鏡プロシージャ又は他の低侵襲性プロシージャで使用するための一実施形
態によるその場超音波撮像のためのシステムを概略的かつ例示的に示す。この実施形態で
は、システムは、患者の体内の組織の超音波画像を取得するために患者の体２に挿入され
る超音波モジュール１を備える。超音波モジュール１は、トロカール又は同様の装置とし
て構成され得るポート３を介して患者の体２に挿入され得る小型装置として構成されてい
る。ポート３は、低侵襲プロシージャ中に超音波モジュール１及び他の装置を挿入するた
めのポータルとして機能するために、腹部又は患者の体の別の部分に配置されてもよい。



(7) JP 2021-506472 A 2021.2.22

10

20

30

40

50

【００２５】
　超音波モジュール１は、当業者に知られているように、超音波トランスデューサによっ
て受信される超音波エコーに基づいて超音波信号を放出し、超音波画像信号を取得するよ
うに構成される超音波トランスデューサ４を備える。一実施例では、超音波トランスデュ
ーサ４は、３Ｄ超音波画像を生成するための３次元（３Ｄ）超音波画像信号を取得するよ
うに構成される。しかしながら、超音波トランスデューサ４は、同様に、２次元（２Ｄ）
超音波画像を生成するための超音波信号を取得するように構成されてもよい。
【００２６】
　超音波トランスデューサ４は撮像表面５を有し、撮像表面５は超音波画像信号を取得す
るために組織と接触させられ、撮像表面５を介して超音波信号が発信及び受信される。撮
像表面５において、超音波トランスデューサアレイ６は、撮像表面を介して、超音波信号
を送信し、超音波エコーを受信する超音波トランスデューサ４の筐体内に配置されてもよ
い。撮像表面５は、特に、超音波トランスデューサアレイ６を保護する音響整合層を含み
、超音波トランスデューサアレイ６と外部材料との間の音響トランスとして機能し得る。
【００２７】
　超音波トランスデューサアレイ６は、２次元アレイとして構成されてもよく、圧電素子
を含んでもよい。超音波トランスデューサ４によって生成される超音波信号の中心周波数
は、超音波画像の高い侵入深度（より低い周波数）と高い空間分解能（より高い周波数）
との間で変化するために、好ましくは変化され得る。この目的のために、トランスデュー
サアレイ６は、特に容量性マイクロマシン超音波トランスデューサ（ＣＭＵＴ）アレイと
して構成され得る。超音波トランスデューサアレイ６に加えて、超音波トランスデューサ
４は、超音波信号を送信するように超音波トランスデューサアレイ６を制御し、超音波ト
ランスデューサアレイ６によって検出される信号を処理する回路を備える。対応する特定
の例として、超音波トランスデューサ６は、市販のPhilips　 X7-2　 xMatrixアレイトラ
ンスデューサとして構成できる。
【００２８】
　超音波トランスデューサ４は、超音波コンソール７に接続され、超音波画像信号を超音
波コンソール７に送信し、超音波コンソール７から制御信号を受信する。接続は、電線８
を使用して確立される有線接続であってもよく、ポート3を通してガイドされ、ポート３
は、ワイヤ８がそれを通過するときに他の手術器具のアクセスポートとして使用できるよ
うに十分に薄い厚さを有する。さらなる実施形態では、超音波トランスデューサ４と超音
波コンソール７との間の接続は、無線で確立されてもよい。この実施形態では、超音波ト
ランスデューサ４は、超音波コンソール７の対応する回路と通信する、情報信号を無線で
送受信するための回路を備える。超音波コンソール７では、超音波画像信号は、超音波画
像を生成するために当業者に知られている方法で処理される。これらの超音波画像は、超
音波コンソール７に接続される表示装置９に表示されてもよい。
【００２９】
　特に、超音波トランスデューサ４と超音波コンソール７との間に有線接続がある場合、
超音波トランスデューサ４を制御し、超音波画像信号を処理するタスクは、超音波コンソ
ール７によってではなく、超音波トランスデューサ４に含まれる対応する回路によって実
行されることが好ましい。これにより、超音波トランスデューサ４と超音波コンソール７
との間で交換される情報の量を減らすことができる。これにより、超音波トランスデュー
サ４と超音波コンソール７とを接続する接続ワイヤ８の数を減らすことができるので、有
線接続の寸法（すなわち、厚さ）を減らすことができる。例えば、超音波トランスデュー
サ４は、内部制御される送信及び受信スイッチ、画像前処理のための調整可能なゲインを
低ノイズ増幅器に提供する電子機器、及び／又は例えばデュアルステージビームフォーミ
ングを適用するための内部ビームフォーマロジックを含み得る。対応する回路は、超音波
トランスデューサ４に含まれる特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）に含まれてもよい。
【００３０】
　超音波コンソール７は、超音波画像信号から超音波画像を生成し、例えば放出される超
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音波信号の中心周波数及び／又は撮像モードに関して、超音波トランスデューサの動作を
制御するための制御信号を生成するためのソフトウェアを実行するためのプロセッサを備
えるコンピュータ装置として構成されてもよい。制御信号は、自動的に、及び／又は超音
波コンソール７の適切な入力手段を使用して行うことができる対応するユーザ入力に応答
して生成することができる。
【００３１】
　超音波システムにおいて、超音波モジュール１は、撮像される組織に超音波モジュール
１を取り付けることを可能にする支持要素２１をさらに備える。組織に取り付けられてい
る間、超音波モジュール１は、低侵襲手術中、連続撮像に使用することができる。固定に
より、超音波モジュール１は、最小侵襲性の手術プロシージャで使用される他の器具に最
小限にしか干渉しない。本明細書で以下に説明する異なる実施形態では、超音波モジュー
ル１は、超音波トランスデューサ４が固定位置として保持されるように、又は超音波トラ
ンスデューサ４が所定の自由度で移動可能であるように組織に固定され、特に、超音波ト
ランスデューサの撮像表面５を組織表面に平行に動かしながら組織を撮像する。
【００３２】
　図２Ａ及び２Ｂは、超音波モジュール１の一実施形態を、下から見た図（図２Ａ）及び
断面図（図２Ｂ）で概略的かつ例示的に示す。図示の実施形態では、超音波モジュール１
が組織に取り付けられるとき、超音波トランスデューサ４は固定位置に保持される。
【００３３】
　この目的のために、超音波モジュール１は、超音波トランスデューサアレイ６を備える
超音波トランスデューサ４の筐体２２に取り付けられる支持要素２１を備える。支持要素
２１は、超音波トランスデューサ４、特にその撮像表面５を囲み、撮像される組織に取り
付けられ、超音波トランスデューサ４の撮像表面５と同じ方向に対向する把持表面２３を
有する。組織に把持表面２３を取り付けることにより、超音波トランスデューサ４の撮像
表面５は、組織を撮像するために、超音波トランスデューサ4を組織に密着させることが
できる。一実施態様では、超音波トランスデューサ４の支持要素２１及び筐体２２は、互
いに固定的に接続されて、一体化装置を形成することができる。超音波トランスデューサ
４の筐体２２上に支持要素２１を取り付けるために、支持要素２１は、適切な方法で、例
えば接着することによって、筐体２２に固定されてもよい。又は支持要素２１は、筐体２
２の一体化（外側）部分であってもよい。いくつかの実施例形態では、支持要素２１は、
超音波トランスデューサの筐体２２に取り外し可能に接続され、支持要素２１は、上述す
る超音波モジュール１の使い捨て部品として構成されてもよい。これは、本明細書で以下
にさらに説明されるように、低侵襲プロシージャの後に、把持表面を含む支持要素２１の
一部が患者の体内に残っている場合に特に有用である。
【００３４】
　支持要素２１は、例えば、ポリマー、プラスチック又はセラミック材料などの適切な材
料から製造されてもよい。支持要素２１の少なくとも把持表面２３は、好ましくは、例え
ばシリコーンゴム材料などの変形可能な材料から作られる。把持表面２３が変形可能な材
料から作製される場合、それは、撮像される組織の表面に適合することができる。これに
より、把持表面２３と組織との間の接触を強化することができる。把持表面２３を含む支
持要素２１の一部が最小侵襲性プロシージャの後に患者の体内に残る場合、関連部分は吸
収性及び／又は水溶性材料から作られるので、支持要素２１の関連部分はしばらくすると
患者の体内で消える。
【００３５】
　一例として図２Ａに示される一実施態様では、支持要素２１及びその把持表面２３は、
実質的に円形又は楕円形を有する。これにより、超音波モジュール１を撮像される組織の
上を容易に移動させることができる。しかしながら、支持要素２１は、同様に、例えば、
長方形のような他の形状で構成されてもよい。この場合、長方形の支持要素の場合には、
組織上での超音波モジュール１の移動を容易にするために、支持要素２１の角が丸められ
ていることが好ましい。
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【００３６】
　超音波トランスデューサ４の筐体２２の外側輪郭は、支持要素２１の形状に対応する形
状を有し得るので、支持要素は、上記で説明したように超音波トランスデューサ４に取り
付けられることによって方向付けられ得る。しかしながら、同様に、超音波トランスデュ
ーサ４の筐体の外側輪郭の形状が支持要素２１の形状に対応しないこともあり得る。この
場合、筐体２２と支持要素２２との間に空間が形成され、適当な充填材で満たすことがで
きる。さらに、超音波トランスデューサ４は、支持要素２１に固定して取り付けられても
よい。代替として、超音波トランスデューサ４は、支持要素２１に対して移動可能であっ
てもよい。特に、超音波トランスデューサ４は、超音波トランスデューサ４が超音波トラ
ンスデューサ４の撮像表面５に実質的に垂直な軸の周りで支持要素２１に対して回転され
得る態様で、支持要素２１に接続されてもよい。この実施において、超音波トランスデュ
ーサの支持要素２１及び筐体２２の外側輪郭は、特に実質的に円形の形状を有し得る。
【００３７】
　支持要素２１は、オプションとして、膨張可能な構造として構成されてもよい。この実
施形態では、超音波モジュール１は、支持要素２１が減少する体積を有する収縮状態にあ
る間に患者に挿入することができる。したがって、より大きな体積を有し、膨張される支
持要素２１を有するポート３を通じて適合しない超音波モジュール１を提供することが可
能である。例えば超音波トランスデューサ４により多くの画像機能を実装するため、又は
特に支持要素２１のサイズを大きくするため、特に、以下に説明するように超音波トラン
スデューサが支持要素に対して変位できるように支持要素２１を構成するため、より大き
な体積を使用して、超音波トランスデューサ４の体積を増加させることができる。
【００３８】
　膨張可能な支持要素２１は、変形可能な材料から作製されてもよい。さらに、対応する
流体管２６（ここで使用される流体という用語は気体及び液体流体を指す）によって圧力
源２５に接続することができる１つ又は複数の膨張可能な流体チャンバ２４を含むことが
できる。圧力源２５によって、流体チャンバ２４は、空気又は別の流体で満たすことがで
きる。圧力源２５は、好ましくは患者の体２の外側に配置される。収縮する支持要素２１
で超音波モジュール１を患者の体２に挿入すると、圧力源２５が作動して流体チャンバ２
４に圧力を加え、支持要素２１を膨張させる。支持要素２１が膨張すると、支持要素２１
の十分な剛性を確保するために、流体チャンバ２４にさらに圧力を加えることができる。
代わりの実施例において、支持要素２１は、流体チャンバ２４を密封するために１つ又は
複数の弁（図示せず）を有する。支持要素２１が膨張すると、圧力源によって圧力を絶え
ず加える必要なしに、流体チャンバ２４内の圧力を維持するために、弁を閉じることがで
きる。したがって、流体管２６を取り外して、患者の体２から引き抜かれることができる
。この実施には、低侵襲プロシージャ中にポート3に他の手術器具を通すためにポート３
がより広い幅を提供するように支持要素２１を膨張させたときに流体管２６がポート３に
ないという利点がある。
【００３９】
　超音波モジュール１が組織を撮像するのにもはや必要でないとき、支持要素２１は再び
収縮され、それからポート３を通して患者の体２から取り除かれる。この目的のために、
弁が再び開かれる。代わりに、弁は1回だけ使用されることができるように構成されるの
で、弁を再び開けないようにすることもできる。これにより、弁の構造が簡素化される。
この代替例において、超音波モジュール１を患者の体２から取り外すために、流体チャン
バ２４は、例えば、 メスまたははさみを使用して穿刺されることができる。これにより
、支持要素２１は収縮するので、ポート３を通じて患者の体２から取り外すことができる
。
【００４０】
　前述の代替案では、支持要素２１は、超音波モジュール１の使い捨て構成要素として構
成され得、超音波トランスデューサ４の筐体２２に取り外し可能に取り付けられ得る。こ
れを達成するために、支持要素２１は、例えば、プラグ接続によって筐体２２に取り付け
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られ得る。この実施において、超音波モジュール１は、それぞれの新しい最小侵襲性プロ
シージャのために新しい支持要素２１を備え得る。
【００４１】
　さらに、超音波モジュール１は、好ましくは、超音波トランスデューサ４及び／又は支
持要素２１に取り付けられ得、手術器具によって超音波モジュール１を操作することを可
能にするハンドル２７を備える。特に、ハンドル２７は、手術用把持器によって容易に把
持できるように構成されてもよい。この目的のために、ハンドル２７は、ロッドとして構
成され得る。しかしながら、他の適切な構成も同様に可能である。ハンドル２７によって
、超音波モジュール１は、撮像される組織上に超音波モジュール１を適切に配置するため
に、患者の体の体腔内で動かされてもよい。超音波モジュール１を配置すると、それは組
織に固定され得る。この目的のために、超音波モジュール１の異なる実施例は、異なる固
定機構を使用することができ、そのいくつかを以下に本明細書で説明する。
【００４２】
　さらに、組織と撮像表面５との間の音響結合を改善するために、超音波伝達ゲルが適用
され得る。このゲルは、撮像表面５の領域の対応する出口に接続されるさらなる管を介し
て患者の体２の外部から提供されてもよい。
【００４３】
　図３Ａ及び３Ｂ（流体チャンバなしのバージョン）に概略的かつ例示的に示される１つ
の実施において、支持要素２１は、把持表面２３を通って延びる開口部３２を有する中空
の吸引チャネル３１を備える。吸引チャネル３１は、実質的にその全周にわたって把持表
面２３に沿って延びることができる。開口部３２は、小さい規則的な距離で配置されても
よい。さらに、吸引チャネル３１は、流体連通している吸引源３３に接続され、負圧を吸
引チャネル３１に加えて、組織を開口部３２に対して（及び中に）引くことができる。こ
れにより、超音波モジュール１は、撮像される組織に固定可能である。吸引源３３は、好
ましくは患者の体外に配置され、吸引チャネル３１は、管３４を介して吸引源３３に接続
される。超音波モジュール１がイメージングのために患者の体内に挿入されると、管３４
がポート3を介して通される。
【００４４】
　吸引源３３は、超音波モジュール１が撮像される組織に取り付けられている間、吸引チ
ャネル３１から流体（空気）を継続的に吸引することができる。これにより、超音波モジ
ュール１が確実に組織に固定される。さらに、超音波モジュール１は、吸引源３３を停止
することにより、組織から容易に取り外すことができる。その後、流体、特に空気が管３
４を通って吸引チャネル３１に流入するので、吸引チャネルは組織から外れる。
【００４５】
　代替として、吸引チャネル３１は、吸引源３３の動作により吸引チャネル３１内に負圧
が存在し、超音波モジュール1が組織に取り付けられていると、閉鎖され得る弁（図示せ
ず）を備えることができる。弁は、関連する制御機構によって患者の体外から操作可能で
あってもよく、又は手術用把持器などの手術器具によって支持要素２１で操作可能であっ
てもよい。弁を閉じた後、最小侵襲性プロシージャ中の管３４とさらなる器具との間の干
渉を回避するために、管３４を取り外してポート３から引き出すことができる。
【００４６】
　超音波モジュール１を組織から外すために、弁を開いて流体を吸引チャネル３１に流入
させて、その中に生成される低圧を解放することができる。この目的のために、弁の開放
機構は超音波モジュール１のハンドル２７に接続されるので、超音波モジュール１を組織
から持ち上げるためにハンドル２７を引っ張るとき、弁が開くことができる。さらなるオ
プションとして、ポート３から患者の体２の領域に通じる吸引チャネル３１に細い管を接
続することができる。超音波モジュール１が組織に取り付けられている間、管を閉じるこ
とができる。超音波モジュール１を解放するために、流体が管を通して吸引チャネルに流
れるようにするために、患者の体２の外側に配置される開放機構によって管を開放するこ
とができる。
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【００４７】
　さらなる実施において、支持要素２１の把持表面２３には、撮像される組織に把持表面
２３を一時的に接着するための接着剤が提供されてもよい。特に、接着剤は、生体接着剤
、すなわち撮像されるべき組織のタイプの生物組織に接着する（合成）材料として構成さ
れてもよい。この実施態様では、超音波モジュール１が患者の体に挿入される前に、生体
接着剤を把持表面に塗布することができる。生体接着剤が把持表面２３に塗布される状態
で超音波モジュール１を患者の体に挿入すると、超音波モジュール１は、把持表面２３が
組織に接触する態様で、上述のように撮像される組織上に適切に配置され得る。それから
、超音波モジュール１を生体接着剤で固定するために、超音波モジュール１は、例えば手
術用把持器によって組織に押し付けられることができる。
【００４８】
　超音波モジュール１が使用されなくなったとき、支持要素２１は、組織に付着する把持
表面２３の近くで切断されて、把持表面２３を超音波モジュール１の残りの部分から分離
することができる。それから、超音波モジュール（より具体的には、前述の残りの部分）
は、ポート３を介して患者の体２から取り外されてもよい。把持表面２３を含む超音波モ
ジュール１のカットオフ部分は、患者の中に残ってもよい。上述のように、それは吸収性
又は水溶性の材料から作られ、しばらくすると患者の体内に消える。
【００４９】
　図４Ａ及び図４Ｂに例示的及び概略的に示されている別の実施形態では、支持要素２１
は、妨害グリッパ技術を使用して撮像される組織に取り付けられる。妨害グリッパは、粒
状材料で満たされる弾性エンクロージャを備えている。エンクロージャが把持されるべき
物体と接触すると、エンクロージャは真空にされる。これにより、材料が詰まる（つまり
硬化する）ので、粒状材料が物体の周囲の所定の位置にロックされ、例えば物体をピック
アップするように物体はエンクロージャによって保持される。このようなグリッパの例は
、US 2013/0106127 A1に記載されている。
【００５０】
　この実施形態では、支持要素２１は、粒状材料で満たされる円周チャネル又はいくつか
のエンクロージャ４１を含み、チャネル又はエンクロージャは、（それぞれ）把持表面２
３又はその一部を形成する膜によって形成される。チャネル又はエンクロージャ４１は、
チャネル又はエンクロージャ４１が吸引源４２と流体連通するように、１つ又は複数の管
４３によって吸引源に接続されている。吸引源４２は、ここでも患者の体２の外側に配置
され得る。超音波モジュール１が撮像される組織上に配置されるとき、支持要素２１は組
織と接触し、吸引源４２は作動してチャネル又はエンクロージャ４１から流体（特に空気
）を排出する。これにより、チャネル又はエンクロージャ４１内の粒状材料が詰まる。こ
れにより、支持要素２１、したがって超音波モジュール１を組織に一時的に取り付けるこ
とができる。
【００５１】
　場合によっては、支持要素２１はしばらくすると組織から外れる。そうである場合、流
体は、チャネル又はエンクロージャ４１に再び流れ込むことが可能になるので、粒状材料
は変形可能な状態に戻る。それから、支持要素２１を組織に再び固定するために、流体を
チャネル又はエンクロージャ４１から再び排出することができる。さらに、超音波モジュ
ール１を組織から除去するために、流体は同様にチャネル内を流れることができるので、
超音波モジュール１を組織から分離することができる。
【００５２】
　図５Ａ（上面図）及び５Ｂ（断面図）において概略的かつ例示的に示されるさらなる実
施例において、超音波モジュール１は、支持要素２１（及び撮像される組織）に対する超
音波トランスデューサ４の変位を可能にするという点で、上で説明した実施例における超
音波モジュール１とは異なる。より具体的には、超音波トランスデューサ４は、撮像表面
５及び組織に実質的に平行な平面内で一方向に支持要素２１に対して移動することができ
る。したがって、撮像表面５をそれに平行に保ちながら、超音波トランスデューサ４を組
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織の上で移動させることが可能である。これにより、表層組織と深部組織を同じ量でイメ
ージングできる。
【００５３】
　さらなる撮像技術によれば、組織は、超音波トランスデューサを回転させることにより
、及び経路に沿った異なる位置でこの操作をシーケンシャルに実行することにより、しば
しばスキャンされる。しかしながら、これにより、大量の深部組織がスキャンされるが、
表面でスキャンされる組織はごくわずかである。したがって、表層病変は見逃される可能
性がある。これは、上で説明したように撮像面を前記表面に平行に保ちながら、超音波ト
ランスデューサ4を組織上で動かすことで防ぐことができる。この撮像技術は、図5Aと5B
に示す超音波モジュール1の実装によって容易になる。
【００５４】
　この実施態様では、支持要素３１は、脚の２つの対向する対５１ａ乃至５１ｄを含む実
質的に長方形の形状を有する。超音波トランスデューサ４の筐体２２は、超音波トランス
デューサ４がこれらの脚５１ａ、５１ｂに平行な方向にこれらの脚３２ａ、５１ｂに対し
て移動できるように脚の第１の対の脚５１ａ、５１ｂとスライド可能に接触してもよい。
脚の他の対の脚５１ｂ、５１ｃは、特に支持要素１を安定させるために、脚の第１の対の
脚を接続する。すべての脚５１ａ乃至５１ｄは、内部体積及びこの体積の平行な方向の寸
法を囲み、脚の第１の対に平行な方向におけるこの体積の寸法は、超音波トランスデュー
サ４の筐体２２のサイズよりも大きい。したがって、超音波トランスデューサ４は、この
領域内でこの方向に移動することができる。脚の第２の対は、超音波トランスデューサ4
のこの動きを制限する。
【００５５】
　超音波トランスデューサ４が傾くことを防止するために、支持要素２１は、好ましくは
、保持部材５２をさらに備える。保持部材３３は、超音波トランスデューサの撮像表面５
が撮像される組織に平行に移動することを確実にする。一実施形態では、保持部材５２は
、脚の第１の対の一方の脚５１ａに、及び随意に脚の第２の対のセクションに取り付けら
れ、４つの脚によって規定される体積の上面を閉じることができる。保持部材５２と脚の
第１の対の他方の脚５１ｂとの間には開口部があり、超音波トランスデューサ４の筐体は
この開口部を通って延在し得るので、それは、撮像される組織上を移動するために特に把
持され得る。
【００５６】
　本実施形態では、超音波トランスデューサ４を支持要素２１に対して移動させることが
できるが、超音波トランスデューサ４を支持要素２１に取り付けて、超音波トランスデュ
ーサ４を支持要素２１から分離できないようにすることができる。これにより、ポート３
を介して超音波モジュール１を患者の体２に挿入することが簡単になる。代替として、超
音波トランスデューサ４及び支持要素２１は、互いに独立して患者の体２に導入され得る
超音波モジュール１の別個の構成要素であり得る。それから、患者の体２において、超音
波トランスデューサ４が、例えば手術用グラスパーの助けを借りて支持要素２１に挿入さ
れてもよい。この実施には、完全な超音波モジュール１（超音波トランスデューサ４及び
支持要素２１を含む）がポート３の寸法よりも大きい寸法を有することができるという利
点がある。他の点では、支持要素２１は、上記の実施例のように構成されてもよい。特に
、支持要素２１は、上述の方法で撮像される組織に取り付け可能であり得る。したがって
、支持要素２１は、吸引力を用いて、（生物）接着剤を用いて、又は上で説明したような
妨害グリッパ技術を使用して、組織に固定されてもよい。
【００５７】
　さらに、支持要素２１は、これも上述したように、膨張可能な構造として構成されても
よい。これは、支持要素のサイズが大きくなるため、この実施例で特に役立つ。上述の膨
張可能な構造の特徴に加えて、支持要素は、例えば金属などの剛性材料で作られた複数の
ワイヤセクションをさらに含むことができる。ワイヤセクションは、支持要素３１の前述
の脚５１ａ乃至５１ｄに一体化されてもよく、これらの脚５１ａ乃至５１ｄの長手方向に
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延在してもよい。ワイヤにより、支持要素２１の安定性を改善することができる。さらに
、複数のワイヤセクションが設けられているため、特に超音波モジュール１を患者の体に
挿入し、超音波モジュール１を患者の体から取り外すために、支持要素を収縮させてその
サイズを縮小することができる。
【００５８】
　上述の実施形態では、超音波モジュール１は、ポート３を通過させることによって体腔
内に挿入することができる。超音波モジュール１の構成要素を超音波コンソール７に接続
するための接続ワイヤ及び管、吸引源３３、42（存在する場合）、及び圧力源25（存在す
る場合）がポート3を通過する。
【００５９】
　さらなる実施形態では、超音波モジュール１と超音波コンソール７との間の接続ワイヤ
のための別個のチャネルを含むトロカール又は他のポートが提供される。さらに、別個の
チャネルは、超音波モジュール１を吸引源３３、４２（存在する場合）及び圧力源２５（
存在する場合）に接続するための管も収容し得る。これにより、接続ワイヤ及び管は、最
小侵襲性プロシージャでポート3を通過する可能性がある他の手術用装置を妨害しない。
【００６０】
　この実施形態では、超音波モジュール１は、ポート３と一緒に患者の体２に挿入され得
る。この目的のために、超音波モジュール１は、特に、上記で説明した個別のチャネルを
通過する超音波モジュールに接続される管及びワイヤを用いてポート３の内側に配置され
得る。ここで、別個のチャネルは、例えば、その先端の領域でポート３の内部に開口する
ことができる。ポート３が患者の体２に挿入されると、超音波モジュール３は、適切な解
放機構によって、ポート３によって開かれた体腔内に解放されてもよい。
【００６１】
　上記のように、ポート３は、特にトロカールとして構成され得る。通常、トロカールは
、患者の体２に突き刺さって腹部などの体腔への入口を形成する鋭い内部を備えた中空シ
ャフトを含む。その後すぐに、鋭い内部が取り除かれ、内部が取り除かれると、トロカー
ルを体腔へのポータルとして使用することができる。前述の実施形態では、トロカール３
は、超音波モジュール１に接続されるワイヤ及びタブを含む別個のチャネルを含むことが
でき、超音波モジュール１は、患者の体2に導入されるときにトロカールの内部に配置さ
れ得る。
【００６２】
　図６に概略的かつ例示的に示されるさらなる実施形態では、超音波モジュール１は、手
術器具６２のステアリングを容易にするため、及び手術器具６２を用いて実行されるプロ
シージャを監視するために、手術器具６２を超音波モジュール１に取り付けるためのホル
ダ６１を有する。ホルダ６１は、超音波トランスデューサ４の筐体２２上に、又は図６に
示すように、支持要素２１上に取り付けられてもよい。手術器具６２は、例えば、針であ
ってもよい。しかしながら、他の手術器具６２も同様に、ホルダ６１によって超音波モジ
ュール１に取り付けられ得る。ホルダ６２は、手術器具がホルダに適切に挿入されたとき
、少なくとも手術器具６２の先端が超音波トランスデューサの視野内に配置されるように
構成される。さらに、超音波モジュール１が組織に取り付けられているとき、その先端が
超音波トランスデューサの視野内に保持されるように、手術器具は超音波モジュール１に
対して可動であってもよい。
【００６３】
　手術器具６２が針である場合、対応する動きは、針の長手方向における前後の動きを特
に含み得る。さらに、さらなる自由度に従って手術器具６２を移動させることが可能であ
り得る。この目的のために、ホルダ６２は、対応する動きが実行されるように移動可能で
あり得る。手術器具６２の実施が可能である。同様に、手術器具６２は、ホルダ６２に挿
入される近位セクションと、手術器具の先端を超音波モジュールの視野内でステアリング
できるように近位セクションに対して移動できる遠位セクションとを備えることができる
。
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【００６４】
　開示される実施形態に対する変形は、図面、開示、及び添付の特許請求の範囲の研究か
ら、請求される発明を実施する際に当業者によって理解及び達成され得る。
【００６５】
　特許請求の範囲において、「含む」という語は他の要素又はステップを除外せず、不定
冠詞「a」又は「an」は複数を除外しない。
【００６６】
　単一のコンポーネント又は装置は、特許請求の範囲に記載されているいくつかのアイテ
ムの機能を満たすことができる。特定の手段が相互に異なる従属請求項に記載されている
という単なる事実は、これらの手段の組み合わせが有利に使用できないことを示すもので
はない。
【００６７】
　請求項の参照符号は、範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。

【図１】 【図２Ａ】
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